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論壇
1
�
は
じ
め
に

わ
が
国
の
個
人
情
報
保
護
法

制
の
う
ち
事
業
者
に
適
用
さ
れ

る
も
の
と
し
て
、「
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
」（
平

成
15
年
法
律
第
57
号
。以
下「
個

人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。）

が
あ
り
、
平
成
17
年
か
ら
施
行

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
個
人
情

報
保
護
法
の
「
特
別
法
」
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）
の
取
扱
い
に
つ

い
て
規
定
す
る
「
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
」（
平
成
25
年
法
律

第
27
号
。
以
下
「
番
号
法
」
と

い
う
。）
も
ほ
ぼ
全
面
的
に
施

行
さ
れ
て
い
る
。

平
成
27
年
9
月
に
は
、「
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成

27
年
法
律
第
65
号
。以
下「
改
正

法
」
と
い
う
。）が
成
立
・
公
布

さ
れ
、
個
人
情
報
保
護
法
及
び

番
号
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

個
人
情
報
保
護
法
は
、
従
来
、

個
人
情
報
の
取
扱
い
が
少
な
い

事
業
者
に
つ
い
て
は
適
用
が
除

外
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
改
正

法
に
よ
り
、
基
本
的
に
は
、
全

て
の
事
業
者
が
個
人
情
報
保
護

法
の
適
用
対
象
と
な
っ
た
（
改

正
法
の
う
ち
個
人
情
報
保
護
法

の
改
正
部
分
は
本
年
5
月
30
日

に
全
面
施
行
さ
れ
て
い
る
。）。

と
こ
ろ
で
、
税
理
士
は
、
税

理
士
業
務
等
を
行
う
に
際
し

て
、
納
税
者
に
関
す
る
様
々
な

情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る

が
、
税
理
士
法
に
基
づ
く
守
秘

義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
税
理
士
業
務
等
を
行
う

に
当
た
っ
て
、
同
義
務
を
適
正

に
履
行
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の

税
理
士
法
の
守
秘
義
務
と
個
人

情
報
保
護
法
及
び
番
号
法
の
義

務
、
と
り
わ
け
情
報
漏
え
い
等

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
で
あ

る
「
安
全
管
理
措
置
義
務
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
、
若
干
の
考

察
を
行
う
。

2
�
個
人
情
報
保
護
法
及
び
番
号
法
に
お

け
る
安
全
管
理
措
置
義
務

個
人
情
報
保
護
法
は
、「
個

人
情
報
」
の
定
義
に
つ
い
て
、

以
下
の
と
お
り
規
定
し
て
い
る

（
個
情
法
2
①
）。

生
存
す
る
個
人
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
を
い
う
。

①

当
該
情
報
に
含
ま
れ

る
氏
名
、
生
年
月
日
そ

の
他
の
記
述
等（
略
）に

よ
り
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
（
他
の
情
報
と
容

易
に
照
合
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
る
も
の
を
含
む
。）

②

個
人
識
別
符
号
が
含

ま
れ
る
も
の

そ
し
て
、
特
定
の
個
人
情
報

を
検
索
で
き
る
よ
う
に
体
系
的

に
整
理
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
紙
媒
体
も
含
む
。）
を
「
個

人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
」
と

定
義
し
、
そ
の
個
人
情
報
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
等
を
構
成
す
る
個
人

情
報
を
「
個
人
デ
ー
タ
」
と
定

義
し
て
い
る
（
個
情
法
2
④

⑥
）。
個
人
情
報
保
護
法
第
20

条
で
は
、「
そ
の
取
り
扱
う
個

人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
、
滅
失
又

は
き
損
の
防
止
そ
の
他
の
個
人

デ
ー
タ
の
安
全
管
理
の
た
め
に

必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、

個
人
デ
ー
タ
の
安
全
管
理
措
置

義
務
を
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）
の
取
扱
い
を
規
定
し

て
い
る
番
号
法
に
お
い
て
は
、

同
法
第
12
条
で
「
個
人
番
号
の

漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防

止
そ
の
他
の
個
人
番
号
の
適
切

な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
、
個
人
番
号
の
安
全
管
理

措
置
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。

な
お
、「
個
人
番
号
」
は
、
個
人

情
報
保
護
法
の
個
人
情
報
（
具

体
的
に
は
、
個
人
識
別
符
号
）

に
該
当
す
る（
個
情
法
2
①
二
、

②
）。

3
�
税
理
士
法
の
守
秘
義
務
と
の
関
係

税
理
士
法
第
38
条
で
は
、「
税

理
士
は
、
正
当
な
理
由
な
く

て
、
税
理
士
業
務
に
関
し
て
知

り
得
た
秘
密
を
他
に
洩
ら
し
、

又
は
窃
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

税
理
士
で
な
く
な
っ
た
後
に
お

い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
」

と
し
、
い
わ
ゆ
る
守
秘
義
務
を

規
定
し
て
い
る
。
こ
の
守
秘
義

務
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
義
務

で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
他
に
洩

ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
」
及

び
「
窃
用
し
て
は
な
ら
な
い
義

務
」
で
あ
る
。

こ
の
税
理
士
法
の
守
秘
義

務
、
と
り
わ
け
「
他
に
洩
ら
し

て
は
な
ら
な
い
義
務
」
に
つ
い

て
、
個
人
情
報
保
護
法
及
び
番

号
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

情
報
漏
え
い
等
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
で
あ
る
「
安
全
管
理

措
置
義
務
」
と
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
が
問
題

と
な
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、

「
他
に
洩
ら
し
て
は
な
ら
な
い

義
務
」
の
こ
と
を
単
に
「
守
秘

義
務
」
と
表
記
す
る
。

⑴

対
象
範
囲

税
理
士
法
の
守
秘
義
務
の
対

象
範
囲
は
、「
税
理
士
業
務
に

関
し
て
知
り
得
た
秘
密
」
で
あ

る
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

「
税
理
士
業
務
を
行
う
に
当
た

っ
て
、
依
頼
人
の
陳
述
又
は
自

己
の
判
断
に
よ
っ
て
知
り
得
た

事
実
で
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い

な
い
事
項
及
び
当
該
事
実
の
関

係
者
が
他
言
を
禁
じ
た
事
項
を

い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
（
税
基

通
38
―
2
）。

一
方
、
個
人
情
報
保
護
法
や

番
号
法
に
お
け
る
安
全
管
理
措

置
義
務
の
対
象
範
囲
は
、「
個

人
デ
ー
タ
」
や
「
個
人
番
号
」

で
あ
る
。

各
々
の
法
律
の
趣
旨
・
目
的

が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
対

象
範
囲
も
異
な
る
こ
と
と
な

る
。
例
え
ば
、「『
秘
密
』
に
は

該
当
す
る
が
『
個
人
情
報
』
に

は
該
当
し
な
い
」
な
ど
と
い
っ

た
場
合
も
当
然
あ
り
得
る
と
考

え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
税
理
士
実
務
の
視

点
で
考
え
る
と
、「
秘
密
」
と

「
個
人
情
報
」
と
は
大
部
分
が

重
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す

わ
な
ち
、
税
理
士
は
、
納
税
者

か
ら
税
務
代
理
等
の
委
嘱
を
受

け
る
と
、
当
該
納
税
者
に
関
す

る
所
得
情
報
、
財
産
情
報
、
家

族
情
報
等
の
様
々
な
情
報
を
知

る
こ
と
と
な
る
が
、
一
般
的

に
、
納
税
者
は
、
税
理
士
が
そ

れ
ら
の
情
報
を
他
者
に
洩
ら
す

こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
。
そ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
通
常
、

納
税
者
は
、
税
理
士
に
対
し

て
、
そ
れ
ら
の
情
報
の
他
言
を

禁
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

「
税
理
士
業
務
に
関
し
て
知
り

得
た
秘
密
」
に
該
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
税
理
士

は
、
当
該
情
報
が
、
あ
る
特
定

の
納
税
者
の
情
報
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
明
確
に
し
、
当
該
納

税
者
の
氏
名
や
住
所
等
と
関
連

付
け
て
適
切
に
管
理
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
税
理
士
が
保
有
す

る
納
税
者（
個
人
）の
情
報
は
、

「
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
」
と
し
て
、

「
個
人
情
報
」
に
該
当
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）
は
、
制
度
設
計
上
、

「
見
え
る
番
号
」
と
さ
れ
て
い

る
が
、利
用
制
限（
番
号
法
9
）

や
提
供
制
限
（
番
号
法
19
）
が

課
せ
ら
れ
て
お
り
、
一
般
に
知

ら
れ
て
い
な
い
事
項
で
あ
る
こ

と
か
ら
、「
税
理
士
業
務
に
関

し
て
知
り
得
た
秘
密
」
に
該
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
法
人
に
関
す
る
情
報

は
、「
秘
密
」
に
該
当
し
う
る

が
、「
個
人
情
報
」に
は
該
当
し

な
い（
た
だ
し
、当
該
法
人
の
役

員
等
の
個
人
に
関
す
る
情
報
は

「
個
人
情
報
」に
含
ま
れ
る
。）。

⑵

正
当
な
理
由

税
理
士
法
の
守
秘
義
務
は
、

「
正
当
な
理
由
」
が
な
く
、
他

に
洩
ら
し
た
場
合
に
問
題
と
な

る
。
こ
の
「
正
当
な
理
由
」
と

は
、「
本
人
の
許
諾
又
は
法
令

に
基
づ
く
義
務
が
あ
る
こ
と
を

い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
（
税
基

通
38
―
1
）。

一
方
、
個
人
情
報
保
護
法
及

び
番
号
法
の
安
全
管
理
措
置
義

務
に
つ
い
て
は
、「
正
当
な
理

由
」
と
い
う
制
限
は
付
さ
れ
て

い
な
い
。
た
だ
し
、
個
人
情
報

は
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
場
合

や
法
令
に
基
づ
く
場
合
等
は
、

当
該
個
人
情
報
の
利
用
目
的
以

外
の
目
的
で
利
用
し
た
り
、
第

三
者
に
提
供
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
個
情
法
16
、
23

①
）。個
人
番
号
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
本
人
の
同
意
が
あ
る
場

合
や
法
令
に
基
づ
く
場
合
等
で

あ
っ
て
も
、
番
号
法
第
9
条
で

定
め
る
利
用
範
囲
で
し
か
利
用

で
き
ず
、
同
法
19
条
で
定
め
る

場
合
以
外
で
は
提
供
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。も
っ
と
も
、こ
れ

ら
に
違
反
し
て
個
人
番
号
を
利

用
し
た
り
提
供
し
た
り
す
る
こ

と
は
、
あ
く
ま
で
も
番
号
法
第

9
条
や
第
19
条
等
の
問
題
で
あ

っ
て
、
同
法
第
12
条
の
安
全
管

理
措
置
義
務
の
問
題
と
な
る
こ

と
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
1
。

し
た
が
っ
て
、
両
者
の
義
務

を
比
較
す
る
上
で
、
条
文
の
文

言
上
、「
正
当
な
理
由
」
が
付

さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
一
般

的
に
は
、
大
き
な
差
異
に
な
ら

な
い
と
思
わ
れ
る
。

⑶

行
為
の
態
様

税
理
士
法
の
守
秘
義
務
は
、

「
他
に
洩
ら
し
」
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
他
に
洩
ら
し
」
の
解
釈
に
つ

い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、「
他
人
に
話
す
よ

う
な
場
合
の
ほ
か
、
他
人
が
了

知
し
う
る
よ
う
な
状
態
に
税
務

書
類
等
を
置
く
場
合
も
含
ま
れ

る
」
と
い
う
考
え
が
あ
る
2
。

一
方
、
個
人
情
報
保
護
法
及

び
番
号
法
の
安
全
管
理
措
置
義

務
は
、
個
人
デ
ー
タ
や
個
人
番

号
の
「
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀

損
の
防
止
そ
の
他
の
適
切
な
管

理
」
の
た
め
に
講
ず
る
も
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
税
理
士
法
上
の

守
秘
義
務
よ
り
も
、
個
人
情
報

保
護
法
及
び
番
号
法
の
安
全
管

理
措
置
義
務
の
方
が
、
対
象
と

な
る
行
為
の
態
様
の
範
囲
が
広

く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
滅
失
又
は
毀
損
」
の
防
止
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
誤

廃
棄
や
誤
削
除
、
利
用
不
能
等

と
い
っ
た
部
分
も
対
象
範
囲
に

含
ま
れ
て
い
る
。

4
�
お
わ
り
に

以
上
の
と
お
り
、
税
理
士
法

の
守
秘
義
務
と
個
人
情
報
保
護

法
及
び
番
号
法
の
安
全
管
理
措

置
義
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

義
務
で
あ
る
。
重
な
り
合
う
部

分
と
そ
う
で
な
い
部
分
と
が
あ

り
、
優
劣
の
あ
る
も
の
で
も
な

い
こ
と
か
ら
、
両
義
務
を
適
切

に
履
行
す
る
必
要
が
あ
る
。

情
報
通
信
技
術
の
飛
躍
的
な

発
展
に
伴
い
、
膨
大
な
個
人
情

報
の
利
活
用
が
進
ん
で
い
る
一

方
で
、
不
正
ア
ク
セ
ス
、
不
正

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
よ
る
情
報
漏

え
い
等
事
案
も
増
加
し
て
い

る
。
税
理
士
も
、
今
後
ま
す
ま

す
適
切
な
情
報
管
理
が
求
め
ら

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1

例
え
ば
、
委
託
先
が
番
号
法

第
9
条
に
違
反
し
て
個
人
番
号

を
利
用
し
て
い
た
場
合
に
、
委

託
元
内
部
に
お
け
る
管
理
体
制

も
不
十
分
だ
っ
た
と
き
は
、
委

託
元
は
委
託
先
の
監
督
義
務
違

反
と
と
も
に
、
安
全
管
理
措
置

義
務
違
反
を
問
わ
れ
る
可
能
性

は
あ
り
う
る
と
考
え
る
。

2

坂
田
純
一
『
新
版
実
践
税
理

士
法
』（
中
央
経
済
社
・
2
0
1

5
年
）
2
4
7
頁
。

税
理
士
法
の
守
秘
義
務
と
個
人
情
報
保
護
法
等
の

安
全
管
理
措
置
義
務
に
関
す
る
若
干
の
考
察

鈴木涼介
【神田】
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